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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

 当社は、「より良いスポーツ品とスポーツの振興を通じて社会に貢献する。」という経営理念のもと、グループの企業価値向上には、経営判断の
合理性・客観性、意思決定の迅速性・透明性が重要と考え、それらを実現できるコーポレート・ガバナンス体制の構築と強化に努めております。 
当社は、グループ全体の経営効率を高め、適切な情報開示と説明責任を果たすことを使命ととらえ、内部統制システムがグループ全社に対して
機能する責任を負っております。 

【原則１－４】 政策保有株式の保有及び議決権行使に関する考え方及び基本方針 
 当社グループは、事業目的である 「スポーツ品の製造及び販売。スポーツ施設の建設工事、スポーツ施設の運営及び運営受託。スポーツ機器
の製造及び販売。」 に取り組むなかで、多数の取引関係を有しております。このような状況のなかで、政策保有株式の投資先企業とは、特に業務
上密接に関わっており、相互の成長・発展に資する有益な取引を行っております。業務的な提携に加え、資本的な提携を行うことによって、一層
濃密な意見交換や新製品開発などの企業機密情報の共有が可能と考え、関係の強化を図るものであります。 
 ただし、様々な観点から継続保有の意義を検証し、売却を含めた保有の是非を定期的に見直してまいります。 
 また、議決権行使に関しては、その行為が投資先企業の企業価値向上に影響を与える重大な手段と位置づけ、定型的・短期的な基準で画一
的な判断を行うことはありません。即ち、中長期的な企業価値向上に向けての道程や、将来的な株主還元の増大など複合的に勘案して行使する
こととしております。 
 なお、投資先企業が反社会的行為を行ったことが判明した場合は、議決権行使に係る賛否に加え、保有についての要否を直ちに検討し、適切
に対処する方針であります。 
 
【原則１－７】 関連当事者間の取引 
 当社は、当社と役員や大株主との取引に対して、取引の申請から承認に至る過程において、監視の仕組みを機能させる体制になっております。
取締役会規則によって、当社と役員との利益相反取引や競業取引が取締役会の要決議事項となっており、同規則に照らして申請内容を審議し、
当社役員がその立場や権限を濫用したり、株主共同の利益を毀損することを防止いたします。 
 
【原則３－１】 情報開示の充実 
（１） 経営理念、経営戦略、経営計画 
＜会社の経営の基本方針＞ 
 当社グループは、「より良いスポーツ品とスポーツの振興を通じて社会に貢献する」という経営理念のもと、中長期の経営方針を定め、さらに年
度の全社方針に展開し、事業推進しております。 
 当社グループは、この経営理念により、スポーツの振興・発展のために積極的に役割を果たすことで、社会への貢献と企業の発展を目指してお
ります。 
＜目標とする経営指標＞ 
 当社グループは、主たる経営指標としてＲＯＡ（総資本事業利益率）を採用しております。ＲＯＡは収益的成長と財務状態が適正にバランスする
ことにより向上する指標であり、現時点で中期的な目標を連結ベースで７％としております（平成26年度 3.3％）。この目標を達成するために、資本
の効果的・効率的な投下による収益の 大化を図り、企業価値を増大させていきたいと考えております。 
 また、収益性の改善とともに、株主資本の適正化・効率化を進め、早期に連結ベースのＲＯＥを５％以上に引き上げることを目指してまいります
（平成26年度 3.7％）。 
＜中長期的な会社の経営戦略＞ 
 当社グループは次の３項目を長期経営方針として定め、事業活動を行い企業価値を向上させてまいります。 
 ・新１００年ブランドの創造 
   創業１００年の歴史の中で築き上げてきた信頼という資産に新たなカルチャーを加え、新１００年を支える競争力のあるブランドを創造すべく、
   ブランド価値を生み出す活動を推進してまいります。 
 ・世界企業ミズノの実現 
   グローバルでの成長のため、商品・マーケティング・デザインなど国境を越えた有機的連携によって、ミズノブランドの価値を市場へ提供する 
   ことで企業価値増大を目指してまいります。 
 ・誇りある企業文化の育成 
   当社グループ社員が公正な態度で高い士気を持ち、革新へのチャレンジが奨励されることで、活力があり社員ひとりひとりが生きがいを見出
せる企業文化が醸成されるものと考えております。 
 
（２） コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 
 当社は、「より良いスポーツ品とスポーツの振興を通じて社会に貢献する。」という経営理念のもと、グループの企業価値向上には、経営判断の
合理性・客観性、意思決定の迅速性・透明性が重要と考え、それらを実現できるコーポレート・ガバナンス体制の構築と強化に努めております。 
当社は、グループ全体の経営効率を高め、適切な情報開示と説明責任を果たすことを使命ととらえ、内部統制システムがグループ全社に対して
機能する責任を負っております。上記の基本的な考え方に基づいて、コーポレートガバナンス・コードの各原則を具現化することで、経営判断の合
理性・客観性が保たれ、一層の事業発展を通じて、株主の皆様を含めたすべてのステークホルダーのご期待に応えていくことを基本方針としてお
ります。 
 
（３） 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法 
 当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する基本的な考え方は以下のとおりであります。 
 取締役に関しては、経営者として有能な人材を登用・確保することを目的に、企業価値向上への貢献意欲に直結する報酬体系としております。
その算定方法については、東京証券取引所第一部上場で同規模企業の平均的な水準をベースに、ステークホルダーへの説明責任を果たせるよ



う透明性、公正性、合理性及び客観性を確保するよう制度化しております。このような制度のもと、取締役社長、専務取締役、常務取締役などの
役職ごとに確定額の基本報酬の額を定めており、当社を取り巻く経営環境など経済情勢の変化により、加算または減算を行うこととしておりま
す。 
 さらに、業績の状況及び業績への貢献度に応じたインセンティブとして「業績連動型報酬制」 を導入しております。この制度は、一般株主の視点
からＲＯＥを意識し、経営方針の実践を通じた業績及び株主価値の向上に向けて、取締役に対するインセンティブを充足するものと考えておりま
す。なお、社外取締役については、任務の性質と役割から、業績連動報酬はそぐわないため支給しないこととしております。 
 取締役に対する報酬限度額は、平成18年6月28日開催の第93回定時株主総会において、使用人兼務取締役の使用人分の給与を含めて年額６
億円以内と決議されており、この範囲内で基本報酬の額及び業績連動報酬の額を取締役会にて決定しております。なお、役員退職慰労金制度
は、平成18年6月をもって廃止いたしました。 
 監査役に関しては、幅広い経験や深い見識を持ち、取締役会に対し有益な助言や提言を行える有能な人材を登用・確保することを目的として、
東京証券取引所第一部上場における同規模企業の平均的な水準を参考に、確定額の基本報酬について、常勤監査役や社外監査役の役職ごと
に定めております。 
 監査役に対する報酬限度額は、平成18年6月28日開催の第93回定時株主総会において、年額８千万円以内と決議されており、この範囲内で基
本報酬の額を監査役会における監査役の協議により決定しております。なお、役員退職慰労金制度は、平成18年6月をもって廃止いたしました。 
 
（４）取締役及び監査役の候補者の選考・指名にあたっての方針及び手続 
 取締役候補者については、グループ全社を統括する当社のトップマネジメントにふさわしく、人格・見識ともに優れた人物を、本人の能力・適性、
これまでの業績等を勘案した上で、取締役社長が候補者を選考し、取締役会に諮ります。取締役会において、慎重に審議検討のうえ決定し、株
主総会に上程することとしております。 
 監査役候補者については、幅広い経験や深い見識を持ち、取締役会に対し有益な助言や提言を行える有能な人材を、取締役社長が候補者を
選考し、取締役会に諮ります。取締役会において、慎重に審議検討のうえ決定し、株主総会に上程することとしております。 
 
（５）取締役及び監査役の候補者の指名を行う際の個々の説明 
 取締役及び監査役の候補者の選任議案の提出にあたり、その指名の理由を株主総会招集ご通知参考書類に記載しております。また、社外役
員に関しては、中立性・独立性の要件を充たしている旨の理由を記載しております。 
 詳細は、当社ウェブサイトの下記アドレスにアクセスの上、招集ご通知の37ページから40ページを参照願います。 
 http://corp.mizuno.com/jp/investors/announce.aspx 
 
【補充原則４－１－１】 取締役会の役割・責務 
 当社は、現在、任意の委員会を組織しておらず、また執行役員の制度も採っておりません。代表取締役社長と社外取締役を除く取締役が、事業
部門、取扱商品、販売チャネル、営業エリア、経営企画、人事総務、経理財務など経営の各領域ごとに担当を有し、当社を含むグループ全社にわ
たって業務執行の責任を負っております。このような体制のもと、取締役会は、各取締役から、業績の進捗状況や新たに発生した課題などの報告
（月２回の定例取締役会のほか適宜）を受け、迅速かつ的確な意思決定を行うことが役割であり責務であると認識しております。 
 
【原則４－８】 独立社外取締役の有効活用 
 当社は、持続的な企業価値の向上には、取締役会の活性化や経営執行の実効性を高めることが重要と考えております。それには、既成の概念
にとらわれず、客観的な立場から経営執行を監督する独立的・中立的な社外取締役の経営参加が不可欠であり、かねてよりそのような人材の選
考に努めてまいりました。このような状況のもと、平成27年６月24日開催の第102回定時株主総会において、上記の主旨にかなう、経営に関する
高い見識と能力を有した２名を候補者として提案し、選任されました。両名は、ともに独立社外取締役であります。（社外監査役２名とあわせて、東
京証券取引所の規則に定める独立役員は４名になります。） 
 取締役会における議論の活性化に向けて、社外取締役には、従来型の業界慣習や取引関係などの先入観を排除し、客観的・中立的な立場か
ら意見表明を行うことが期待されております。今後、重要な経営課題や直面する問題の解決に向けて、社外取締役から有益な提言や助言を受け
ることで、現在のガバナンス体制の効果が発現できるものと考えております。 
 
【原則４－９】 社外取締役（独立役員）の独立性判断基準 
 （社外取締役及び社外監査役の選考のための独立性に関する基準及び方針） 
 当社は、社外取締役及び社外監査役の候補者を選考するにあたって、その独立性の基準を定めております。 
 社外役員として、一般株主と利益相反を生じないことを 優先の要件として、下記の属性に該当する者は除外することとしております。 
 (1)当社グループの役員または社員であった者 
 (2)当社グループの主要な取引先、もしくはその取引先の業務執行者または過去に業務執行者であった者 
   ※「主要な取引先」とは、年間の取引金額が、当社グループの連結売上高の５％以上の取引先をいいます。 
     また、「業務執行者」とは、取締役、執行役及び執行役員、並びにそれらに準ずる者をいいます。（以下、同じ。） 
 (3)当社グループを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者または過去に業務執行者であった者 
   ※「当社グループを主要な取引先とする者」とは、年間の取引金額が、当該その者の連結売上高の５％以上の者をいいます。 
 (4)当社の大株主（直接保有、間接保有にかかわらず、総株主の議決権の10％以上の議決権を保有）もしくはその業務執行者または過去に 
   業務執行者であった者 
 (5)当社グループから、役員報酬を除き、年間１千万円以上の金銭等（寄付を含む）を受け取っている者 
 (6)上記各項目の配偶者または２親等以内の親族 
 
【補充原則４－１１－１】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 
 取締役会を構成する人材については、グループ全社を統括する当社のトップマネジメントにふさわしく、人格・見識ともに優れ、部門や子会社を
統率した実績のある経験豊富な人物を第一に選考しております。さらに、本人のマネジメント能力や適性、これまでの業績等を勘案した上で、そ
れらを有する人材に偏りが起こることなく、多様性をも十分に図った上で、取締役社長が候補者を指名し、取締役会に諮ることとしております。 
 
【補充原則４－１１－２】 取締役・監査役の兼任の状況 
 役員の兼職状況については、毎年、会社法令に基づく監査に先立ち、確認の作業を通じ把握を行っております。その結果を受けて、決算日現在
に在任する役員については、株主総会招集ご通知の「事業報告」に、新任の役員候補については、「株主総会参考書類」にその内容を記載する
こととしております。 
 なお、現時点において、在任中の役員につきましては、上場会社の役員を兼務するなどの重要な兼職は認識されておりません。兼職の申請が
取締役会に行われた場合、当社の経営執行への影響の度合いを検討し、支障があると推測される場合は兼職を認めないことを方針としておりま
す。 
 
【補充原則４－１１－３】 取締役会の実効性についての分析・評価 
 取締役会の運営やあり方については、実効性を高めるうえで非常に重要な事項であると認識しております。現状は、月２回の定例取締役会に
比して審議件数や１件あたりの審議時間など、再考・改善すべき点があると分析・評価しております。この点については、各取締役から意見を聴
取するなど、運営やあり方について議論を深めていくように努めてまいります。 
 また、分析・評価の 適な方法について、このたびの社外取締役の加入を機に議論を行い、現実に機能する仕組みを確立していく所存です。 
 
【補充原則４－１４－２】 取締役・監査役のトレーニング 



２．資本構成 

【大株主の状況】

 

補足説明

 

３．企業属性 

 取締役・監査役として期待される役割・責務を適切に果たすことを目的として、それに係る理解を深めるための必要な知識の習得機会の提供・
斡旋を行っております。取締役・監査役に対しては、主として第三者機関主催の研修会受講の利用機会を提供し、その費用を会社が負担しており
ます。 
 また、新任取締役・監査役の就任の際には、会社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を習得していただくべく、総合企画室・人事総務部・
法務部等による説明会を実施しております。 
 
【原則５－１】 株主と建設的な対話に関する方針 
 ＩＲにつきましては、総合企画担当を務める加藤昌治（代表取締役専務取締役）及び情報取扱責任者である福本大介（専務取締役）の２名が担
当しております。株主様並びに機関投資家及びアナリスト等との対話の窓口は、総合企画室と経理財務部が共同で対応することとしております。
 株主様・投資家の皆様からのご面談のお申し込みに対しましては、上記の二部門でお受けすることを基本としております。経営層へのご面談の
お申し込みに対しましては、面談の目的及び内容の重要性、ご面談希望者様の属性等を考慮いたしまして対応を検討させていただきます。 
 なお、インサイダー情報の厳格な管理を行う目的から、四半期ごとの決算日（3月31日、6月30日、9月30日、12月31日）の翌日から業績開示（決
算発表）の当日までは、面談や電話交信をはじめすべての対話のお申し込みはお取り扱えませんので、なにとぞご了承いただきますようお願い
申し上げます。 
 また、ご面談の際にいただきましたご意見や質疑応答につきましては、上記の担当取締役への報告はもとより、取締役会へフィードバックするな
ど経営の改善に役立ててまいりたいと存じます。 
  

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

公益財団法人ミズノスポーツ振興財団 21,313,551 16.03

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER 
INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST

8,215,000 6.18

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 7,809,000 5.87

美津濃株式会社 6,463,671 4.86

NORTHERN TRUST CO. AVFC RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS 4,735,000 3.56

株式会社三井住友銀行 4,651,841 3.50

日本生命保険相互会社 3,420,540 2.57

美津濃従業員持株会 2,824,704 2.12

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C NON TREATY 2,773,000 2.08

美津濃協栄会持株会 1,900,167 1.42

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

 シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー (Silchester International Investors LLP、旧名称 シルチェスター・パートナー
ズ・リミテッド）より、平成26年７月22日に大量保有報告書（変更報告書）の提出がありましたが、当社として当事業年度末における実質所有株式
数の確認ができないので、上記大株主の状況には記載しておりません。なお、大量保有報告書の内容は次のとおりであります。 
 
（氏名又は名称） 
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー (Silchester International Investors LLP) 
 
（住所） 
英国 ロンドン ダブリュー１ジェイ６ティーエル、ブルトン ストリート１、タイム アンド ライフ ビル５階 
 
（所有株式数） 
18,679,000株 
 
（発行済株式総数に対する所有株式数の割合） 
14.06％ 

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 その他製品

直前事業年度末における（連結）従業員



４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

数 1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

――― 

――― 



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

会社との関係(1)

 

会社との関係(2)

 

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 14 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 13 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数 2 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

小橋 鴻三 他の会社の出身者

山添 俊作 他の会社の出身者

※ 会社との関係についての選択項目 
※ 本人が各項目に「現在・ 近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 
※ 近親者が各項目に「現在・ 近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

小橋 鴻三 ○ ―――

 小橋鴻三氏は、清水建設株式会社において
執行役員及び取締役として、同社の経営執行
に長らく携わってこられました。当社グループ
の企業価値向上には、公平な判断のもと客観
的な立場から経営監督を行っていただくことが
重要と考えております。そのような観点から、
同氏の豊富な経験や高い見識に基づく提言や
助言は、取締役会をより活性化させるものと期
待しており、社外取締役として選任いたしまし
た。 
 また、同氏は当社が定める「社外役員選考の
ための独立性に関する基準及び方針」に照ら
して、一般株主と利益相反が生じる立場には
なく、中立性・独立性について問題ないと判断
いたしております。従いまして、同氏を東京証
券取引所の規則に定める独立役員として届け
出ることといたしました。



【監査役関係】 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

 

会社との関係(1) 

山添 俊作 ○ ―――

 山添俊作氏は、住友不動産販売株式会社に
おいて取締役及び執行役員として、同社の経
営執行に長らく携わってこられました。また、同
社の監査役としても、長年の経験や高い見識
に基づき、同社の経営執行に対する監督の任
を果たしてこられました。そのような豊富な実
績に裏づけられた、同氏の意見や提言は、経
営執行の実効性を高めるうえで有益であると
期待しており、社外取締役として選任いたしま
した。 
 また、同氏は当社が定める「社外役員選考の
ための独立性に関する基準及び方針」に照ら
して、一般株主と利益相反が生じる立場には
なく、中立性・独立性について問題ないと判断
いたしております。従いまして、同氏を東京証
券取引所の規則に定める独立役員として届け
出ることといたしました。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

 監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議やCSR推進委員会などの重要な会議に
出席するとともに、重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または社員にその説明を求めることができる体制となっております。 
 当社グループの内部監査は、当社法務部「内部監査室」が担当しております。内部監査室は、業務執行と手続きの妥当性及び適法性について
の内部監査を行い、その結果を監査役に報告いたします。監査役は、監査役監査の実効性を確保するために、必要な情報の収集や調査を内部
監査室に対して依頼するとともに、情報や意見を交換するなど密に連携しております。 
 また、会計監査人と連携し監査の効率性を高めております。 

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

筒井 豊 他の会社の出身者

寺澤 豊 他の会社の出身者

※ 会社との関係についての選択項目 
※ 本人が各項目に「現在・ 近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 
※ 近親者が各項目に「現在・ 近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他



会社との関係(2)

 

【独立役員関係】 

その他独立役員に関する事項 

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明

 

該当項目に関する補足説明 

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明

 

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

筒井 豊 ○ ―――

 筒井豊氏は、弁護士として企業法務に精通
し、幅広い見識から主に法令や定款の遵守に
関わる見地から意見を述べており、客観的か
つ中立的な監査をしていただくことを期待し、
社外監査役として選任いたしました。 
 また、同氏は、当社が定める「社外役員選考
のための独立性に関する基準及び方針」に照
らして、一般株主と利益相反が生じる立場には
なく、中立性・独立性について問題ないと判断
いたします。従いまして、同氏を東京証券取引
所の規則に定める独立役員として届け出てお
ります。

寺澤 豊 ○ ―――

 寺澤豊氏は、公認会計士としての経験及び
幅広い見識から、取締役会に対し有益な助言
や提言を行っていただくとともに、経営執行に
対して主に企業財務や会計に関する見地から
客観的かつ中立的な監査をしていただくことを
期待し、社外監査役として選任いたしました。 
 また、同氏は、当社が定める「社外役員選考
のための独立性に関する基準及び方針」に照
らして、一般株主と利益相反が生じる立場には
なく、中立性・独立性について問題ないと判断
いたします。従いまして、同氏を東京証券取引
所の規則に定める独立役員として届け出てお
ります。

独立役員の人数 4 名

――― 

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況 業績連動型報酬制度の導入

 取締役に関しては、業績の状況及び業績への貢献度に応じたインセンティブとして「業績連動型報酬制」 を導入しております。この制度は、一般
株主の視点からＲＯＥを意識し、経営方針の実践を通じた業績及び株主価値の向上に向けて、取締役に対するインセンティブを充足するものと考
えております。 
 なお、社外取締役については、任務の性質と役割から、業績連動報酬はそぐわないため支給しないこととしております。 

ストックオプションの付与対象者

――― 

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

取締役 11名 300百万円 （第102期（平成27年3月期）） 



報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

 

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無 あり

 取締役に関しては、経営者として有能な人材を登用・確保することを目的に、企業価値向上への貢献意欲に直結する報酬体系としております。
その算定方法については、東京証券取引所第一部上場で同規模企業の平均的な水準をベースに、ステークホルダーへの説明責任を果たせるよ
う透明性、公正性、合理性及び客観性を確保するよう制度化しております。そのような制度のもと、取締役社長、専務取締役、常務取締役などの
役職ごとに確定額の基本報酬の額を定めており、当社を取り巻く経営環境など経済情勢の変化により、加算または減算を行うこととしておりま
す。 
 さらに、業績の状況及び業績への貢献度に応じたインセンティブとして「業績連動型報酬制」 を導入しております。この制度は、一般株主の視点
からＲＯＥを意識し、経営方針の実践を通じた業績及び株主価値の向上に向けて、取締役に対するインセンティブを充足するものと考えておりま
す。なお、社外取締役については、任務の性質と役割から、業績連動報酬はそぐわないため支給しないこととしております。 
 取締役に対する報酬限度額は、平成18年6月28日開催の第93回定時株主総会において、使用人兼務取締役の使用人分の給与を含めて年額６
億円以内と決議されており、この範囲内で基本報酬の額及び業績連動報酬の額を取締役会にて決定しております。また、役員退職慰労金制度
は、平成18年6月をもって廃止いたしました。 
 監査役に関しては、幅広い経験や深い見識を持ち、取締役会に対し有益な助言や提言を行える有能な人材を登用・確保することを目的として、
東京証券取引所第一部上場における同規模企業の平均的な水準を参考に、確定額の基本報酬について、常勤監査役や社外監査役の役職ごと
に定めております。 
 監査役に対する報酬限度額は、平成18年6月28日開催の第93回定時株主総会において、年額８千万円以内と決議されており、この範囲内で基
本報酬の額を監査役会における監査役の協議により決定しております。なお、役員退職慰労金制度は、平成18年6月をもって廃止いたしました。 

 社外役員に対しては、取締役会や経営会議における審議の充実を図るため、取締役会審議資料の事前配付や関連情報の提供などを行ってお
ります。 
 また、社外役員の就任時にはオリエンテーションを実施するほか、総合企画室、人事総務部、法務部などによって、 新の企業情報の提供を行
うことを含めて、当社グループの業務内容を理解する機会の創出に努めております。 

 当社は、監査役会設置会社として、監査役会が取締役の経営や業務の執行を監視・監督する体制を採っております。新たに２名の社外取締役
を加え、取締役会における意思決定や経営判断の合理性や透明性の向上を図ることといたしました。 
 監査役会は、常勤監査役２名、社外監査役２名により構成され、経営執行から独立した立場で、当社の取締役の職務の適正性・妥当性に対す
るチェックを行っており、監視・監督の範囲は当社グループ全体にまで及んでおります。 
 取締役会は、社外取締役２名を含め13名で構成されております。業務執行を行う社内取締役は、事業部門、取扱商品、販売チャネル、営業エリ
アなどの経営領域ごとに担当を有し、当社を含むグループ全社にわたって執行責任を負っております。 
 
（業務執行） 
 当社は、毎月２回、定例の取締役会を開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の報告及び監督を行っております。また、毎月１回
開催される「経営会議」には、全役員に加え、業務執行に責任のある幹部社員が出席し、各分野における経過や結果の報告を行い、取締役の経
営判断をより迅速かつ効率的に行うことをサポートしております。 
 また、当社グループの経営活動において、長期経営方針や年度方針のもと、当社のすべての部署および子会社が、それらを具体化した事業計
画を策定しております。これらの目標設定と現実の課題解消によって、方針管理の一貫性が確保されるように図られています。事業計画の確認と
検証は、取締役会や経営会議においても実施しております。 
 なお、取締役の使命と責任を明確にするため、取締役の任期は１年としております。 
 
（監査・監督） 
 監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、経営会議やCSR推進委員会などの重要な会議に
出席するとともに、重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または社員にその説明を求めることができる体制となっております。 
また、監査役は、必要に応じ、会計監査人や弁護士などの社外専門家に相談することができ、その費用は会社が負担するものといたします。 
 当社及び子会社の取締役及び社員は、監査役に対し、業務の執行状況の報告に加え、コンプライアンス違反をはじめ当社グループに重大な影
響を及ぼす事象の発生や決定事項を直ちに報告することといたします。 
 
（指名） 
 取締役候補者については、グループ全社を統括する当社のトップマネジメントにふさわしく、人格・見識ともに優れた人物を、本人の能力・適性、
これまでの業績等を勘案した上で、取締役社長が候補者を選考し、取締役会に諮ります。取締役会において、慎重に審議検討のうえ決定し、株
主総会に上程することとしております。 
 監査役候補者については、幅広い経験や深い見識を持ち、取締役会に対し有益な助言や提言を行える有能な人材を、取締役社長が候補者を
選考し、取締役会に諮ります。取締役会において、慎重に審議検討のうえ決定し、株主総会に上程することとしております。 
 
（報酬決定） 
 取締役に対する報酬限度額は、平成18年6月28日開催の第93回定時株主総会において、使用人兼務取締役の使用人分の給与を含めて年額６
億円以内と決議されており、この範囲内で基本報酬の額及び業績連動報酬の額を取締役会にて決定しております。 
 監査役に対する報酬限度額は、平成18年6月28日開催の第93回定時株主総会において、年額８千万円以内と決議されており、この範囲内で基
本報酬の額を監査役会における監査役の協議により決定しております。 

 当社は、監査役会設置会社として、監査役会が取締役の経営や業務の執行を監視・監督する体制を採っております。また、第102回定時株主総
会の決議によって新たに２名の社外取締役を加え、取締役会における意思決定や経営判断の合理性や透明性の向上を図ることといたしました。
 監査役会は、常勤監査役２名、社外監査役２名により構成され、経営執行から独立した立場で、当社の取締役の職務の適正性・妥当性に対す
るチェックを行っており、監視・監督の範囲は当社グループ全体にまで及んでおります。 
 取締役会は、社外取締役２名を含め13名で構成されております。業務執行を行う社内取締役は、事業部門、取扱商品、販売チャネル、営業エリ
アなどの経営領域ごとに担当を有し、当社を含むグループ全社にわたって執行責任を負っております。また、社外取締役は、取締役会にあって、



企業統治の実効性を向上するため、従来型の業界慣習や取引関係などの先入観を排除し、客観的・中立的な立場から意見表明を行うことが期
待されております。 
 以上の体制によって、コーポレート・ガバナンスの充実が図られ、公正で効率的な企業経営を実践できるものと考えております。 



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

 

２．ＩＲに関する活動状況

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

 

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定
 株主様のご出席の促進を図るため、一般的に予想される集中日を除外して、株主総会を開
催することとしております。

電磁的方法による議決権の行使
 株主総会に出席できない株主様の議決権行使について、電磁的方法（インターネット利用）
による議決権行使の仕組みを設定しており、株主様の議決権行使の利便性を図っておりま
す。

招集通知（要約）の英文での提供  できる限り早期にご提供できるよう努めてまいります。

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

IR資料のホームページ掲載

 当社ウェブサイトにおいて、有価証券報告書、内部統制報告書及び四半期
報告書等の法令開示資料、並びに決算短信等の適時開示資料、さらに第２四
半期と年度決算におきましては決算の補足説明資料を掲載いたしておりま
す。 
 なお、ウェブサイトのアドレスは以下のとおりです。 
 http://corp.mizuno.com/jp/investors/

IRに関する部署（担当者）の設置

 ＩＲにつきましては、総合企画担当を務める加藤昌治（代表取締役専務取締
役）及び情報取扱責任者である福本大介（専務取締役）の２名が担当しており
ます。 
 株主様並びに機関投資家及びアナリスト等との対話の窓口は、総合企画室
と経理財務部が共同で対応することとしております。

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

 当社は、「より良いスポーツ品とスポーツの振興を通じて社会に貢献する」との経営理念のも
と、「ミズノ倫理規範」を定めて、当社グループの役員及び社員に対して、遵法精神の徹底と社
会的責任への自覚を促しております。これにより、当社グループの役員及び社員は、法令、定
款及び一般的な社会規範・慣習に従って、健全で公正な企業活動に取り組むこととしておりま
す。 
 これらの理念や方針のもと、当社グループは、株主様、お客様や地域社会をはじめとするす
べてのステークホルダーの立場を 大限尊重することを信条としております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

 取締役社長が委員長を務める「ＣＳＲ推進委員会」を設置し、当社グループの社会的責任につ
いての政策や方針を決定し実行しております。ＣＳＲ推進委員会の決定事項は、具体的な目標
の設定を経て、当社全部門・グループ全拠点に展開されることになります。 
 環境保全活動に関しては、同委員会事務局の法務部グローバルCSR室が、事業活動にとも
なう地球環境への影響を測定し、その低減に努めております。 
 当社グループは、環境マネジメントの国際規格である「ＩＳＯ１４００１」を継続して取得しており、
製造部門での「ゼロエミッション（廃棄物ゼロ）」やオフィスでのリサイクルは社是と位置づけ取り
組んでおります。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

 当社は、当社グループに係る重要事実等、適時に開示すべき情報について、当社取締役会
における決定を受けて速やかに公表するため、経理財務担当取締役が情報取扱責任者として
情報管理を徹底しております。特に、役員をはじめ内部者による株式の売買は、モニタリングに
より厳重に管理し、インサイダー取引の発生を未然に防止すべく厳格な運用を行っております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

 

 当社は、平成27年５月1日の改正会社法の施行を受け、「業務の適正を確保するための体制」（内部統制システムの整備に関する基本方針）」
の内容を一部改定し、同年５月８日の取締役会において決議いたしました。この改定により、当社は、子会社を含めた当社グループにおける内部
統制システムの整備に責任を持ち、子会社は当社と共通の方針管理のもとで事業活動を遂行するとともに、リスクマネジメントシステムの運用に
おいても軌を一にすることを明確にいたしました。 
 当社は、「より良いスポーツ品とスポーツの振興を通じて社会に貢献する」との経営理念のもと、「ミズノ倫理規範」を定めて、当社グループの役
員及び社員に対して、遵法精神の徹底と社会的責任への自覚を促しております。これにより、当社グループの役員及び社員は、法令、定款及び
一般的な社会規範・慣習に従って、健全で公正な企業活動に取り組むこととしております。さらに、当社の「CSR推進委員会」が当社グループ全社
のガバナンスへの取り組みを統括するとともに、同委員会事務局の法務部グローバルCSR室をはじめとする内部統制部門が、日常的な教育・啓
蒙を行っております。 
 また、当社グループでは、内部通報制度である「ミズノフェアプレーホットライン」を設け、役員及び社員は、コンプライアンス違反行為を社外の弁
護士にも直接通報できる体制を取っております。通報内容は秘匿され、通報者に対して不利益となる扱いを行うことは一切ありません。さらに、当
社監査役は、当該制度が有効に機能しているかを適宜検証することとしております。 
 子会社の取締役については、自主性や専門性を尊重しつつも、経営状況の報告や重要案件の決裁は、当社の担当取締役または取締役会が
行う管理システムになっております。 
 さらに、取締役社長が委員長を務める「ＣＳＲ推進委員会」を設置し、当社グループの社会的責任についての政策や方針を決定し実行しており
ます。ＣＳＲ推進委員会の決定事項は、具体的な目標の設定を経て、当社全部門・グループ全拠点に展開されることになります。 
 加えて、連結業績に係る財務報告の信頼性を確保するために、経理財務担当取締役を委員長とする「内部統制報告制度対応委員会」を設置
し、「内部統制規程」を制定して、当社の全部署・全子会社における内部統制システムの整備、運用及び評価を行うこととしております。当連結会
計年度におきましても、不備なく適正に機能しております。

（反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方） 
 当社グループは、コンプライアンスを遵守し行動することを社会的責任と位置づけ、反社会的勢力に対して一切の利益供与を行わず、また、反
社会的勢力からの不当な要求には決して応じないことを方針としております。この基本的な考え方は、「ミズノ倫理規範」に定め、グループの全社
員に対し教育を通じて周知徹底を図っております。 
 
（反社会的勢力排除に向けた整備状況） 
 反社会的勢力の動向が事前に察知され、あるいは、現に何らかの行動が当社グループに対して起こされた場合は、「危機管理マニュアル」に基
づき、組織的に対処できるよう備えております。具体的には、当社人事総務部が主管部門となり、関係各部門・子会社による横断的な対応チーム
を立ち上げます。そのような体制を整備することによって、情報収集、外部専門家との連絡、対策検討、当社取締役会への報告、意思決定、公安
当局との連携及び情報開示が機動的になるものと考えます。



Ⅴその他 

１．買収防衛策の導入の有無 

該当項目に関する補足説明

 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

 

買収防衛策の導入の有無 あり

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第118条第３号イ）、この基本方針を実現
するための特別の取組み（同条第３号ロ）について決議しております。 
 
（当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針） 
 当社取締役会は、公開会社である当社における「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者」としての在り方は、当社の企業価値ひいて
は株主共同の利益の確保・向上に資する者が望ましく、その判断は 終的には当社の株主の皆様の意思に委ねられるべきものと考えます。 
 一方で、スポーツ品の製造・販売やスポーツ施設の運営などの事業をグローバルで展開する当社グループを統括する当社の経営にあたって
は、専門的ノウハウと豊富な経験、並びに国内外の顧客・従業員及び取引先のほか、スポーツ産業特有の選手・チーム・団体や連盟等のステー
クホルダーとの関係への理解が不可欠であり、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者」にこれらに関する十分な理解がなければ、株
主価値を毀損する可能性があると考えます。 
 一段と激化する競争の中で、当社グループはスポーツ市場における「特徴あるブランド」として存在し続けていかなければなりません。 
 当社のブランド価値の核となるものは、「テクノロジー」「クラフトマンシップ」「品質」といった商品への信頼です。その信頼の醸成のために、商品
開発は当社のブランド価値向上の も重要な要素です。スポーツ品の研究開発においては、素材の基礎研究から製品化に至るまで多くの開発
プロセスを経ており、長期の年月をかけ、技術やノウハウを蓄積するとともに技術者を育成してまいりました。 
 また、海外と国内の事業を連動させ、競争優位のビジネスモデルの構築を目指すため、海外生産拠点の 適化を図り、継続的な製品コストの
低減を行うとともに、コアとなる生産技術水準を維持・継承することにも努めております。 
 加えて、当社グループは顧客との情緒的な繋がりを強める企業文化や社風（当社の個性）を生み出す努力を継続してまいりました。長年にわた
り地域スポーツ団体へのサポートや、指導者育成をはじめとしたスポーツ振興活動を行い、社会貢献に積極的に努めてまいりました。また、従業
員教育に努め、フェアプレー、フレンドシップ、ファイティングスピリットを大切にし、アンフェアな行為を許さない企業風土を有しております。これら
の企業文化や社風が、取引先、消費者、各種競技団体において、当社グループと＜ミズノ＞ブランドに対する信頼を高めてまいりました。 
 以上のように、信頼という無形の付加価値がブランド資産となり、企業価値の向上に大きな役割を果たしております。 
 当社では、100年以上にわたり築いてまいりましたこれらの有形無形の財産が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配することとなる大規模
買付行為を行う者のもとにおいても保全され、中長期的にその価値を向上させられるものでなければ、当社の企業価値・株主共同の利益は大きく
毀損されることになると判断します。従いまして、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがあると認められる場合には、その
ような大規模買付行為は不適切であると考えます。 
 
（基本方針を実現するための当社の取組み） 
 当社は、「より良いスポーツ品とスポーツの振興を通じて社会に貢献する」という経営理念のもと、下記の長期経営方針に沿って企業価値向上
の具現化を図っております。 
 ・新１００年ブランドの創造 
 ・世界企業ミズノの実現 
 ・誇りある企業文化の育成 
 創業以来、商品の品質・機能の充実を通してユーザー満足度を高める努力を行ってまいりましたが、今後のさらなる発展を目指し、次の100年に
も通用するブランド創造を第一に掲げました。 
 また、グループ全体の企業価値 大化のため、国境を越えた連携でグローバル企業を目指し、さらに公正な企業活動のもと、挑戦的で活力の
ある企業文化を醸成してまいります。 
 このためにも中長期的に以下のような重点目標を設定し、目標達成に向け経営資源を有効活用して企業価値を向上させていくことといたしてお
ります。 
＜海外市場でのシェア向上＞ 
 海外市場におけるマーケティング活動のさらなる強化推進により、すでに評価の高い技術や機能性をより強く訴求することが重要と考えていま
す。高いレベルのパフォーマンスを追求するエンドユーザーを対象顧客とする「専門店チャネル」を中心に、欧州・米州・アジア・オセアニアをはじ
めとする海外市場でのブランド認知度の拡大とシェアアップを図ってまいります。 
＜商品開発力の強化＞ 
 ブランド差別化の源泉として、研究開発分野への人材と資金の投資を積極的に行ってまいります。すぐれた技術力により裏打ちされたスポーツ
シューズや、新素材の開発・採用および多様な機能性を発揮できる縫製技術を駆使するスポーツアパレルの領域は、グローバルでの市場規模が
極めて大きく、これからの拡販余地が一層見込まれると考えております。従って、これらのプロダクト領域の開発に対して経営資源の配分ウエイト
を高めてまいります。 
＜健康関連事業への取組み強化＞ 
 日本国内は、今後少子高齢化の加速にともない、シニア層の人口構成比が増大し、健康増進のための活動機会が増えると想定されます。日常
的なスポーツやトレーニングへの志向をしっかりと受けとめ、競技スポーツで培った技術やノウハウをベースに、このような需要に応える商品とサ
ービスを提供してまいります。 
 
（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み） 
 平成18年６月28日開催の第93回定時株主総会におきまして、議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株式の買付行為、または結果
として議決権割合が20％以上となる当社株式の買付行為（以下、「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいま
す。）に関する対応方針が承認され、当社は買収防衛策を導入いたしました。 
 この買収防衛策は、当社の企業価値、株主共同の利益を確保し向上させることを前提としており、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性
確保の原則に則った具体的なルールであります。 
 大規模買付行為を受け入れるかどうかの 終判断は当社株主の皆様に委ねられるべきものであり、その判断のため、当社取締役会は大規模
買付者からの提供情報に対し、評価・検討の上、取りまとめた意見や必要に応じ代替案を定められた期間内に開示いたします。 
 また、当社取締役会が敵対的な買収と評価し、社外監査役及び外部専門家で構成する株主利益評価委員会が対抗措置発動の勧告を行った
場合、当社取締役会はその勧告を 大限尊重し、対抗措置の発動に関する 終的な意思決定を行います。 

 コーポレート・ガバナンスの概略図を示すと次のとおりとなります。 




